
l
▼�

予
防
に
つ
い
て
＝
健
康
課
保
健
サ
ー
ビ
ス
係

☎
０４２
・
４
７
７
・
０
０
２
２

　
▼�

救
護
に
つ
い
て
＝
東
久
留
米
消
防
署
防
災
安

全
係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

　
高
温
多
湿
な
環
境
に
身
体
が
う
ま
く
適
応
で
き
な
い
こ
と

で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
の
総
称
で
す
。
熱
中
症
は
正
し

い
予
防
方
法
を
知
り
、
日
頃
か
ら
気
を
付
け
る
こ
と
で
防
ぐ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
周
り
の
人
へ
気
を
配
り
、

熱
中
症
の
予
防
を
呼
び
か
け
合
い
ま
し
ょ
う
。

　
体
温
調
節
機
能
が
十
分
に
発
達
し
て
お
ら
ず
、

背
が
低
く
、
地
表
か
ら
の
熱
の
影
響
も
受
け
や
す

い
の
で
、
お
子
さ
ん
の
様
子
を
十
分
に
観
察
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
短
時
間
で
あ
っ
て
も
お
子
さ
ん

を
車
内
に
残
し
て
離
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
熱
中
症
患
者
の
約
半
数
は
６５
歳
以
上
の
高
齢
者

で
す
。
高
齢
者
は
、
体
内
の
水
分
量
の
減
少
や
体

温
調
節
機
能
の
低
下
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か

ら
、
熱
中
症
に
な
り
や
す
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
屋
内
で
も
、
の
ど
の
渇
き
を
感
じ
な
く
て

も
、
こ
ま
め
に
水
分
補
給
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

周
り
の
方
は
体
調
の
変
化
や
室
内
の
温
度
な
ど
十

分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
暑
さ
を
避
け
る

②
こ
ま
め
に
水
分
補
給
す
る

③
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
、
し
っ
か
り
と
し
た
睡
眠
を
と
る

①
め
ま
い
や
顔
の
ほ
て
り
、
た
ち
く
ら
み

②
筋
肉
痛
や
筋
肉
の
け
い
れ
ん

③
体
の
だ
る
さ
や
吐
き
気

④
汗
の
か
き
か
た
が
お
か
し
い

⑤
体
温
が
高
い
、
皮
膚
が
熱
い

⑥
呼
び
か
け
に
反
応
し
な
い
、
ま
っ
す
ぐ
歩
け
な
い

⑦
水
分
補
給
が
で
き
な
い
な
ど

熱
中
症
の
症
状
が
出
た
場
合
は
、
左
図「
熱
中
症
の
対
応
」を

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

特に
注意

熱中症の
対応

涼しい場所への
避難

脱衣と冷却

救急隊を要請

涼しい場所への
避難

脱衣と冷却

医療機関へ搬送水分を自力で
摂取できるか
自力摂取できる

自力摂取
できない

回復しない場合は
医療機関へ

意識がある 意識がない

水分・塩分補給

症状が
改善しない

症状がある

意識の確認

市n

市n

廃食用油のリサイクルにご協力を
リターナブルボトルを活用した廃食用油の回収 lごみ対策課管理係☎０４２・４７３・２１１７

　市と地域活性化包括連携協定を締結している株式会社イトーヨーカ堂では、都
と共同で、家庭から出される廃食用油の回収を実施しています。
　市内店舗においても、 ４ 月２５日からリターナブルボトル（繰り返し使えるボト
ル）を活用した廃食用油の回収が始まりました。
　回収した廃食用油は、せっけん等にリサイクルするほか、持続可能な航空燃料
（SAF）の原料としての活用を検討しています。
　ご家庭で不要となった廃食用油を再利用する取り組みです。回収にご協力をお
願いします。詳細は、市nをご覧ください。
ボトル取得・ 回収場所イトーヨーカドー東久留米店　 １階サービスカウンター
回収対象の油ご家庭で使い終わったてんぷら油や賞味期限切れ等の植物性食用油

イトーヨーカドー東久留米店でリターナブルボトル（以下、
ボトル）を取得する

自宅で、回収対象の油をボトルに入れる

イトーヨーカドー東久留米店にボトルを持ち込む

回収の手順
リターナブルボトル

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の設置
　気候変動適応法の改正により、気温の著し
い上昇によって、より深刻な健康被害の発生
が予想される場合に備えて、「熱中症特別警戒
アラート」、「クーリングシェルター」が創設さ
れました。
◎熱中症特別警戒アラート
　熱中症特別警戒アラートは、都道府県ごと
に暑さ指数（WBGT）が３５に達すると予測さ
れる日の前日に発表されます。

◎クーリングシェルターの設置
　冷房施設のある公共施設を気候変動適応法
に定める「クーリングシェルター」として指定
します。熱中症特別警戒アラートが発表され
た場合に、暑さをしのぐ場所として開放します。
６月１日指定の施設市役所本庁舎（ １ 階・ ２
階ロビー部分）▼開放日時＝午前 ８ 時半～午
後 ９時半（土曜・日曜日、祝日は午前 ９時から、
２階ロビー部分は平日午前 ８時半～午後 ５時
半のみ）▼受入可能人数＝ １ 階４０人、 ２ 階ロ
ビー部分１５人

◎「熱中症予防情報サイト」などの活用を
　環境省の熱中症予防情報サイトでは、
WBGTの予測値や実況値が見られる他、「熱
中症（特別）警戒アラート」メール配信サービ
スがあります。
　また、市の防
災防犯情報メー
ル配信サービス
「安心くるめー
る」でも情報提
供しています。

市n
（安心くるめーる）

熱中症予防
情報サイト

今号の主な内容

No. 1352

令和6年
（2024年）

6／15 号
・ ５年度下半期の市の財政状況を公表します……… ２面

・ ６月２３日～２９日　男女共同参画週間……………… ２面

・多摩北部広域子ども体験塾………………………… ５面

・地場産農産物の夕市を開催します………………… ６面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち

〒203-8555 東久留米市本町３-３-１　☎042・470・7777（代） https://www.city.higashikurume.lg.jp/
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毎月１日・１５日発行
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７月１日㈪納期限７月１日㈪納期限

納期内納付に
ご協力ください
l納税課
☎︎042・470・7729

市民税・都民税
第１期

住
宅
改
修
工
事
等
に
よ

る
固
定
資
産
税（
家
屋
）

の
軽
減
制
度

　
既
存
家
屋
に
対
し
て
次
の
①

～
④
の
住
宅
改
修
工
事
等
を
行

い
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場

合
、
家
屋
の
固
定
資
産
税
を
軽

減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
適

用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
改
修

工
事
等
完
了
後
、
必
要
書
類
を

揃
え
て
３
カ
月
以
内
に
申
告
が

必
要
で
す
。

①
耐
震
改
修
住
宅
軽
減
②
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅
軽
減
③
省

エ
ネ
改
修
住
宅
軽
減
④
マ
ン
シ

ョ
ン
長
寿
命
化
促
進
税
制
に
係

る
軽
減

　
な
お
、
各
軽
減
の
要
件
・
期

間
・
金
額
お
よ
び
申
告
に
必
要

な
書
類
な
ど
は
、
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

i
同
軽
減
制
度
は「
家
屋
の
固

定
資
産
税
」の
み
が
対
象
で
す

l
課
税
課
家
屋
資
産
税
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
７
７（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）

５ 年度の廃棄物の排出・処理量（速報値）
lごみ対策課☎０４２・４７３・２１１７

　市では、市民の皆さんにご協力いただき、廃棄物の
分別・再資源化を進めています。 ５年度の燃やせるご
み・燃やせないごみ・粗大ごみ・有害ごみの収集量と
容器包装プラスチックの回収量は、下表の通りです。
　引き続き、ごみ減量への取り組みにご協力をお願い
いたします。

表　５年度　廃棄物の排出量および処理量（単位：トン）
（６年４月１日現在の速報値）

廃棄物 ５年度 前年度比

排
出
量

燃やせるごみ※ １９,５２７ △６５６ △３．２５％
燃やせないごみ※
粗大ごみ※
有害ごみ

２,３０６ １７０ ７．９６％

資源ごみ（行政回収） ６,５４４ △５５７ △７．８４％
　うち容器包装プラスチック １,５３６ △２５７ △１４．３３％
資源ごみ（集団回収） １,６７３ △１１４ △６．３８％
合計 ３０,０５０ △１,１５７ △３．７１％

資
源
化
量

燃やせないごみ・粗大ごみ ５７３ ４６ ８．７３％
資源ごみ（行政回収、集団回収） ８,２１７ △６７１ △７．５５％

合計 ８,７９０ △６２５ △６．６４％
最終処分場搬入量（エコセメント化） ２,４５７ △３ △０．１２％

※持ち込みごみを含みます。

　市では、年 ２回、予算の執行状況並びに市民負担の概況、財産、地
方債の現在高などの財政状況を公表しています。今回は、 ５年度下半
期（１０月～ ３月）の状況についてお知らせします。

特別会計・歳入歳出状況

予算総額
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

収入率

執行率

国民健康保険特別会計 １２１億５,９２５万３千円 １０６億１,３８８万６千円 ８７．３％
１１１億９,１８１万２千円 ９２．０％

後期高齢者医療特別会計 ３６億７,６７８万７千円 ３６億７,６１３万５千円 １００．０％
３６億３,５９５万７千円 ９８．９％

介護保険特別会計 １１１億５,６２９万４千円 １０２億８,０５５万６千円 ９２．２％
９７億５,０２３万３千円 ８７．４％

下水道事業会計・収入支出状況
予算総額

（上段：収入額）
（下段：支出額）

執行額
（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

収入率

執行率

収益的収支 ２３億３,９８８万３千円 ２２億７,８５５万３千円 ９７．４％
２２億８,６１８万９千円 ２１億６,７８８万４千円 ９４．８％

資本的収支 １５億９６４万６千円 ９億６,２４０万１千円 ６３．８％
２３億４,０７３万１千円 １４億６,６８０万１千円 ６２．７％

※�各計数は原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一
致しない場合があります。
※�予算総額に対する執行率はいずれも ６年 ３月末日現在のもので
す。 １年間の決算は、現金の未収・未払いの整理を行うために
設けられている「出納整理期間（ ４月 １日～ ５月３１日）」後に確定
します（下水道事業会計を除く）。

５年度下半期の市の財政状況を公表します
l財政課☎０４２・４７０・７７０６

区分 内訳

現在高
一般会計 ２２４億２,４２０万７千円

下水道事業会計 ５１億５,８９０万８千円
合計 ２７５億８,３１１万５千円

償還利子
一般会計 ２億９,４６９万２千円

下水道事業会計 ５億８,７４５万４千円
合計 ８億８,２１４万６千円

　道路、公園の整備や公共施設の建設など、将来その施設を利用する世代にも負担をしてもらうことが適当
な事業の場合、市では事業費の一定割合を「市債」として国などから借り入れを行っています。
　※償還利子は金利に変更がない場合の予定額です。

市債の状況

区分 面積および個所数

土地 ５９万４,７３３．３９㎡

建物 １９万５,８６０．０９㎡

工作物 １,７０１カ所

　公有財産とは、市が所有する不動産や動産などを言います。
公有財産の状況

一人当たり １５万５千円

一世帯当たり ３１万９千円

　市の財源は、皆さんが納めている市税のほか、国や都からの支出
金などによって構成されています。

市税負担額の状況

区分 現在高

財政調整基金 ６４億２,７５０万円

その他の基金 ４８億４,２６４万２千円

合計 １１２億７,０１４万２千円

　基金は、家計で言えば「預貯金」に当たるものです。多額の資金が
必要となる事業に備え、財政事情を考慮しながら目的ごとに積み立
てています。

基金の状況

予算総額
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

収入率

執行率

５２４億６,１８５万６千円 ４５５億１,１３６万８千円 ８６．８％
４２０億１８９万４千円 ８０．１％

　当初予算額は４５６億５,６００万円でしたが、１３回の補正を行いました。
一般会計・歳入歳出状況

　平成１１年 ６ 月２３日に「男女共同参画社会基本法」が
公布・施行されたことから、毎年 ６月２３日～２９日の
１週間は「男女共同参画週間」として、さまざまな取
り組みが行われています。
　内閣府では、「『男だから』『女
だから』といった性別役割意識
にとわれず、男女ともに自らの
個性と能力を最大限に発揮でき
る社会を実現していくきっかけ
となるキャッチフレーズ」を募
集し、６年度は「だれもがどれも
選べる社会に」に決まりました。
　「男女共同参画社会」の実現に
は、一人ひとりの取り組みが必要です。誰もが性別
を意識することなく活躍できる「男女共同参画社会」
の実現のために、私たちにできることは何か、この
機会に考えてみませんか。
■男女共同参画週間パネル展示
　 ６月２４日㈪～３０日㈰の ７日間、市役所 １階屋内ひ
ろばで男女共同参画週間の関連展示を行います。

l生活文化課男女共同参画係☎０４２・４７０・７７３８

６ 月２３日
　～２９日

男女男女共同共同
　　　　参画週間参画週間

同週間ポスター

6．6．15 2
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7 月 の 無 料 相 談7 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 ７ 月は実施しません（次回 ８月 ９日㈮実施予定） 施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 １０日㈬ 午前１０時〜

正午
知的障害者相
談員

市役所 １階
相談室

障害福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー

直接会場で
住宅増改築
相談 １１日㈭ 午前１０時〜

正午、
午後 １時〜
４時

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所 １階
屋内ひろば

消費者相談 平日 消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 １０日㈬ 午前１０時〜
正午 行政相談委員 市役所 ２階

生活文化課
生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

３ 日㈬

午前１０時から 弁護士
６月２７日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１０日㈬
１７日㈬

７月１１日㈭
２４日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

３ 日㈬
午後 １時から 司法書士

６月２５日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１０日㈬
午後 １時から

行政書士 ７月 ４日㈭

税務相談（ ５人）
１７日㈬

税理士 ７月 ９日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 ７月１１日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ４ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ６月２７日㈭

交通事故相談（ ５人）

２４日㈬

弁護士

７月１８日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

１ 日㈪

午前１０時半〜
午後 ４時半

女性カウン
セラー

６月１９日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

８ 日㈪
１９日㈮

７月 ３日㈬２２日㈪
２９日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ５ 日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 ６月２１日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７

こ
ど
も

と
教
育

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト

・
セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

　
お
子
さ
ん
を
預
け
た
い
人
、

協
力
し
た
い
人
か
ら
な
る
有
償

の
相
互
援
助
活
動
で
す
。
利
用

し
た
い
人
、
協
力
し
た
い
人
ど

ち
ら
の
方
も
、
ま
ず
は
事
業
説

明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
７
月
８
日
㈪
午
前
１０
時
～
１１

時b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

社
協
会
議
室

f
先
着
１０
人（
事
前
予
約
制
）

h
事
前
送
付
資
料
、
入
会
希
望

者（
保
護
者
）の
顔
写
真
、
本
人

確
認
書
類（
健
康
保
険
証
、
運

転
免
許
証
な
ど
）

j
登
録
後
、
会
員
同
士
の
顔
合

わ
せ
、
サ
ポ
ー
ト
会
員
は
講
習

会（
７
年
６
月
予
定
）の
受
講
が

必
要
で
す

k
l
開
催
１
週
間
前
ま
で
に
電

話
で
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７

５
・
３
２
９
４
へ高

齢
者

・
福
祉

ス
マ
ホ
連
続
講
座（
７
月

～
９
月
）受
講
者
募
集

　
１
度
で
は
覚
え
ら
れ
な
い
ス

マ
ホ
の
操
作
な
ど
を
１０
回
の
連

続
講
座
で
学
び
ま
す
。

a
全
１０
回
。
時
間
は
い
ず
れ
も

午
前
９
時
半
～
正
午
▼
木
曜
コ

ー
ス
＝
７
月
４
日
㈭
以
降
の
毎

週
木
曜
日
▼
金
曜
コ
ー
ス
＝
７

月
５
日
㈮
以
降
の
毎
週
金
曜
日

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

c
講
義
・
個
別
相
談（
ス
マ
ホ

に
関
す
る
操
作
や
ア
プ
リ
の
使

い
方
）ほ
か

e
６０
歳
以
上
の
方

f
各
先
着
１２
人
程
度

d
鈴
木
雄
大
氏（
く
る
す
ま
ス

マ
ホ
総
合
相
談
所
代
表
）ほ
か

g
７
０
０
０
円（
１０
回
分
）

i
申
し
込
み
が
５
人
以
下
の
場

合
、
開
催
を
中
止
す
る
場
合
あ

りj
市
社
会
福
祉
協
議
会
主
催

k
６
月
２０
日
㈭
午
後
１
時
か
ら

氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
・
年

齢
を
同
協
議

会
地
区
セ
ン

タ
ー
担
当
へ

電
話
で
連
絡

をl
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
９
・
５

５
５
０（
火
曜
日
・
祝
日
を
除

く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
が
、
日
々
の
こ
と
や

心
配
ご
と
な
ど
を
気
軽
に
話
し
、

ほ
っ
と
で
き
る
場
所
と
し
て
開

催
し
て
い
ま
す
。
７
月
は
中
部

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
催

で
す（
９
月
は
東
部
・
中
部
・

西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

合
同
で
開
催
）。

対
象
地
域
学
園
町
・
ひ
ば
り
が

丘
団
地
・
本
町
・
中
央
町
・
幸

町
・
南
沢
・
前
沢
一
～
三
丁
目

・
南
町

a
７
月
８
日
㈪
午
後
１
時
１５
分

～
２
時
半

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー
第
１

会
議
室

k
l
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
０
・
８
１
８

６
ま
た
は
☎
０４２
・
４
５
１
・
５

１
２
１認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー�

養
成
講
座

　
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、

認
知
症
の
方
や
ご
家
族
を
あ
た

た
か
い
目
で
見
守
る「
応
援
者
」

と
し
て
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
講

座
を
受
講
し
ま
せ
ん
か
。
認
知

症
の
予
防
方
法
も
一
緒
に
学
べ

ま
す
。

a
７
月
１２
日
㈮
午
後
２
時
～
３

時
半（
１
時
半
か
ら
受
け
付
け
）

b
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
第
２
・

３
講
習
室

c
認
知
症
の
正
し
い
理
解
や
接

し
方
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
で

き
る
こ
と
な
ど

e
市
内
在
住
・
在
勤
の
方
で
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を

受
講
し
た
こ
と
の
な
い
方

f
先
着
３０
人

j
▼
受
講
修
了
者
に
は「
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
カ
ー
ド
」を
差

し
上
げ
ま
す
▼
西
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
主
催

k
６
月
１７
日
㈪
～
２８
日
㈮（
日

曜
日
・
祝
日
を
除
く
）に
、
電

話
で
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
へ
。
手
話
通
訳
が
必
要
な

方
は
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日

・
o
番
号
を
記
入
の
上
、
o
で

送
信
を

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
２

・
０
６
６
１
、
o
０４２
・
４
７
２

・
８
５
６
０

ひ
が
し
く
る
め�

ひ
き
こ
も
り
家
族
会

　「
家
族
が
学
校
に
い
か
な
い
」

「
家
に
こ
も
っ
て
い
る
」「
仕
事

を
し
て
い
な
い
」「
関
わ
り
方
が

わ
か
ら
な
い
」な
ど
、
同
じ
悩

み
を
抱
え
る
方
同
士
で
悩
み
を

分
か
ち
合
い
、
つ
な
が
り
、
支

え
合
う
集
ま
り
で
す
。
お
話
を

聞
く
だ
け
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

ほ
っ
と
で
き
る
場
と
し
て
、
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
①
７
月
２１
日
②
８
月
１８
日
③

９
月
８
日
、
い
ず
れ
も
日
曜
日

午
後
２
時
～
４
時（
１
時
４５
分

か
ら
受
け
付
け
）

b
①
②
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

２
階
第
３
・
４
会
議
室
③
市
役

所
７
階
７
０
１
会
議
室

e
ひ
き
こ
も
り
で
お
悩
み
の
家

族
ま
た
は
本
人

f
各
回
先
着
２０
人

j
入
退
室
自
由

k
各
開
催
日
の
４
日
前
ま
で
に
、

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
直

接
市
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
担
当（
市
社
会
福
祉
協
議

会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）

へl
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
５
・
０

７
３
９

申し込み
フォーム

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー�

機
能
回
復
訓
練�

利
用
者
募
集

募
集
期
間
随
時

利
用
期
間
初
回
利
用
か
ら
６
カ

月
間

c
▼
運
動
療
法
個
別
指
導
▼
補

装
具（
車
い
す
、
下
肢
装
具
、

つ
え
な
ど
）の
製
作
・
修
理
の

相
談
、
使
用
練
習
▼
整
形
外
科

医
師
相
談

e
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▼
市
内
在
住
で
１５
歳
～
６４
歳
の

方
▼
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
対
象
で
な
い
方
▼
医
療
行
為

を
終
え
症
状
が
安
定
し
、
在
宅

で
訓
練
を
継
続
す
る
た
め
の
指

導
を
希
望
す
る
方

f
若
干
名

k
l
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２

・
４
７
７
・
２
７
１
１（
平
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）へ

「
あ
ん
し
ん
生
活
調
査
」

に
ご
協
力
を

　
高
齢
者
の
方
が
い
つ
ま
で
も

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

生
活
で
き
る
よ
う
、
生
活
状
況

等
を
把
握
す
る
調
査
で
す
。
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員

が
ご
自
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

　
※
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

は
市
が
設
置
す
る
高
齢
者
の
総

合
相
談
窓
口
で
す
。

e
対
象
地
域
に
お
住
ま
い
の
７５

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯

の
方
、
ま
た
は
６５
歳
以
上
の
高

齢
者
の
み
世
帯
の
方

　
※
対
象
地
域
と
な
る
世
帯
に

は
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

l
お
住
ま
い
の
地
域
を
担
当
す

る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
介
護
福
祉
課
地
域
ケ
ア
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
７
７（
内

線
２
５
０
１
～
２
５
０
３
）

表　各地域包括支援センターの連絡先・担当地区
名称・電話番号 担当地区

●東部地域包括支援センター（本部）
☎０４２・４２８・７７８８

上の原、神宝町、金山町、氷川台、大門
町、東本町、新川町、浅間町、小山

●中部地域包括支援センター（本部）
☎０４２・４５１・５１２１

学園町、ひばりが丘団地、本町、中央
町、幸町、南沢、前沢一〜三丁目、南町

●西部地域包括支援センター
☎０４２・４７２・０６６１

前沢四・五丁目、滝山、下里、柳窪、野
火止、八幡町、弥生
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住
環
境

正
し
い
救
急
車
の
利
用

方
法
を
知
ろ
う

救
急
車
の
適
正
利
用
例
年
、
夏

季
は
気
温
の
上
昇
と
と
も
に
熱

中
症
な
ど
に
よ
る
救
急
要
請
が

増
加
し
ま
す
。
救
急
出
場
件
数

が
多
く
な
る
と
救
急
車
の
到
着

時
間
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

尊
い
命
を
救
う
た
め
に
適
正
に

救
急
車
を
利
用
し
、
自
分
で
病

院
に
行
け
る
場
合
は
、
自
家
用

車
や
公
共
交
通
機
関
な
ど
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

迷
っ
た
と
き
は
ど
う
す
る
の
病

院
へ
行
く
べ
き
か
、
救
急
車
を

呼
ぶ
べ
き
か
迷
っ
た
場
合
や
、

救
急
病
院
の
情
報
を
知
り
た
い

場
合
は
、
東
京
消
防
庁
救
急
相

談
セ
ン
タ
ー
☎
♯
７
１
１
９
ま

た
は
☎
０４２
・
５
２
１
・
２
３
２

３（
多
摩
地
区
）へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
２４
時
間
対
応
し
ま
す

l
東
久
留
米
消
防
署
防
火
査
察

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

（
内
線
５
２
０
）

民
有
地
の
ハ
チ
対
策

　
市
で
は
、
個
人
の
住
宅
や
管

理
者
が
居
る
集
合
住
宅
な
ど
、

民
有
地
に
で
き
た
ハ
チ
の
巣
の

駆
除
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ハ

チ
は
、
特
に
手
入
れ
不
足
の
庭

木
な
ど
に
多
く
巣
づ
く
り
を
し

ま
す
の
で
、
手
入
れ
を
充
分
に

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ハ
チ
の
巣
を
取
り
除
く
と
き

　
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
は
攻
撃
性
が

少
な
い
の
で
、
薬
局
な
ど
で
ハ

チ
専
用
の
駆
除
ス
プ
レ
ー
を
購

入
し
駆
除
が
可
能
で
す
。
ス
ズ

メ
バ
チ
は
凶
暴
で
攻
撃
性
が
強

い
た
め
専
門
の
駆
除
業
者
へ
の

依
頼
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
駆
除
業
者
の
紹
介

　
市
と
協
定
を
結
ん
だ
市
内
の

駆
除
業
者
を
紹
介
し
ま
す
。

i
駆
除
費
用
は
自
己
負
担
で
す
。

依
頼
す
る
場

合
は
、
複
数

の
業
者
か
ら

見
積
も
り
を

取
り
、
ご
検

討
く
だ
さ
い

l
環
境
政
策
課
生
活
環
境
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
３

段
差
解
消
ブ
ロ
ッ
ク
等

撤
去
の
お
願
い

　
自
宅
や
駐
車
場
と
道
路
の
段

差
を
解
消
す
る
た
め
の
段
差
解

消
ブ
ロ
ッ
ク
や
鉄
板
な
ど
を
設

置
す
る
こ
と
は
道
路
法
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
歩
行
者

な
ど
が
転
倒
す
る
事
故
の
原
因

と
な
り
、
設
置
し
た
方
が
事
故

の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
雨
の
日
に
は

雨
水
の
流
れ
を
止
め
て
し
ま
い
、

道
路
冠
水
の
原
因
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
、
設
置
し
て

い
る
場
合
は
、
速
や
か
な
撤
去

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
道
路
と
の
段
差
を
解
消
す
る

に
は
、
歩
道
部
分
や
縁
石
な
ど

の
切
下
げ
工
事
を
自
己
負
担
で

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す（
要
事

前
申
請
）。
道
路
の
適
正
な
使

用
と
安
全
確
保
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

l
管
理
課
道
路
・
河
川
施
設
担

当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
７

お
知
ら
せ

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画

認
定
制
度
を
開
始
し
て

い
ま
す

　
５
年
１０
月
に「
東
久
留
米
市

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進

計
画
」が
策
定
さ
れ
、
市
内
の

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
計
画
が
一

定
の
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、

適
切
な
管
理
計
画
を
持
つ
マ
ン

シ
ョ
ン
と
し
て
認
定
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
制
度（
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
計
画
認
定
制
度
）を

開
始
し
ま
し

た
。
認
定
の

要
件
な
ど
の

詳
細
は
市
n

で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

l
都
市
計
画
課
計
画
調
整
担
当

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
２

多
摩
パ
ブ
リ
ッ
ク
法
律
事 

務
所
無
料
法
律
相
談
会

　
同
事
務
所
は「
市
民
の
法
的

か
け
込
み
寺
」と
し
て
、
東
京

弁
護
士
会
に
よ
る
支
援
の
も
と

に
設
立
さ
れ
た
都
市
型
公
設
事

務
所
で
す
。
こ
の
度
、
弁
護
士

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
を
行

い
ま
す
。
お
金
の
ト
ラ
ブ
ル
、

不
動
産
関
係
、
相
続
、
離
婚
、

成
年
後
見
、
事
業
者
向
け
法
務
、

労
働
問
題
、
刑
事
事
件
、
債
務

整
理
な
ど
幅
広
い
種
類
の
案
件

を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

a
６
月
２２
日
㈯
午
前
１０
時
～
午

後
４
時（
１
枠
３０
分
）

b
多
摩
パ
ブ
リ
ッ
ク
法
律
事
務

所（
立
川
市
曙
町
２

−

３４

−

７
、

フ
ァ
ー
レ
イ
ー
ス
ト
ビ
ル
２

階
）

e
同
事
務
所
の
ご
利
用
が
初
め

て
の
方

f
先
着
２８
人

g
無
料

k
６
月
３
日
㈪
か
ら
電
話
で
同

事
務
所
へ（
予
約
制
）

l
同
事
務
所
☎
０４２
・
５
４
８
・

２
４
５
０（
午
前
９
時
半
～
午

後
５
時
）

特
設
行
政
相
談
所

　
国
・
都
・
市
な
ど
の
行
政
機

関
や
Ｊ
Ｒ
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
公

共
性
の
高
い
法
人
、
公
的
行
政

機
関
か
ら
委
任
さ
れ
補
助
金
を

受
け
て
い
る
法
人
な
ど
に
つ
い

て
、
苦
情
や
意
見
・
要
望
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
と
き
は

「
行
政
相
談
委
員
」が
相
談
に
応

じ
ま
す
。
行
政
相
談
委
員
は
、

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民

間
有
識
者
で
す
。

a
６
月
２６
日
㈬
午
後
１
時
半
～

４
時

b
屋
内
ひ
ろ
ば（
市
役
所
１
階
）

g
無
料

k
当
日
会
場
で

l
生
活
文
化
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
３
８

市
長
の
資
産
公
開

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め

の
東
久
留
米
市
長
の
資
産
等
の

公
開
に
関
す
る
条
例
」の
規
定

に
よ
り
、
ど
な
た
で
も
市
長
が

作
成
し
た
報
告
書
の
閲
覧
が
で

き
ま
す
。

閲
覧
期
間
７
月
１
日
㈪
以
降
の

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
１５
分

（
閉
庁
日
時
を
除
く
）

閲
覧
場
所
総
務
課（
市
役
所
４

階
）

閲
覧
で
き
る
報
告
書
資
産
等
補

充
報
告
書
、
所
得
等
報
告
書
、

関
連
会
社
等
報
告
書

l
同
課
庶
務
担
当
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
１
４職

員
募
集

夏
季
短
期
職
員 

（
会
計
年
度
任
用
職
員

・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

任
用
期
間
７
月
２２
日
～
８
月
３１

日勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
７

月
３０
時
間
程
度
、
８
月
７５
時
間

程
度
、
午
前
８
時
１５
分
～
午
後

６
時
の
間
で
４
～
７
時
間
の
シ

フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務
あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
時
給
１
１
７
４
円

応
募
資
格
の
有
無
無

申
込
期
間
７
月
５
日
㈮
ま
で

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

市n

官
公
署

　
な
ど

市
社
会
福
祉
協
議
会
か

ら
の
お
知
ら
せ

◎
成
年
後
見
制
度
無
料
専
門
相

談a
６
月
２６
日
、
７
月
２４
日
、
８

月
２８
日
、
い
ず
れ
も
水
曜
日
午

後
２
時
か
ら（
１
組
６０
分
）

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

社
協
会
議
室

c
成
年
後
見
制
度
や
任
意
後
見

制
度
の
手
続
き
方
法
な
ど
に
関

す
る
相
談

e
市
内
在
住
の
方
お
よ
び
福
祉

関
係
者

f
各
日
先
着
２
組

d
奇
数
月
は
社
会
福
祉
士
、
偶

数
月
は
司
法
書
士

g
無
料

k
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
に

電
話
で
市
社
会
福
祉
協
議
会
相

談
支
援
担
当（
成
年
後
見
制
度

推
進
機
関
）へ

◎
無
料
法
律
相
談

a
①
７
月
１４
日
②
８
月
１８
日
③

９
月
８
日
、
い
ず
れ
も
日
曜
日

午
後
２
時
か
ら（
１
組
４０
分
）

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー

c
遺
言
、
相
続
、
贈
与
、
財
産

分
与
、
成
年
後
見
・
任
意
後
見

制
度
利
用
、
権
利
侵
害
、
身
上

保
護
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
、

そ
の
他
権
利
擁
護
に
関
す
る
相

談e
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か

に
当
て
は
ま
る
方
と
親
族
・
関

係
者
▼
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
▼

愛
の
手
帳
所
持
者
ま
た
は
そ
れ

に
準
ず
る
方
▼
精
神
保
健
福
祉

手
帳
所
持
者
ま
た
は
そ
れ
に
準

ず
る
方

f
各
日
先
着
４
組

d
弁
護
士

g
無
料

k
①
は
６
月
１７
日
㈪
～
７
月
１０

日
㈬
、
②
は
７
月
１６
日
㈫
～
８

月
１４
日
㈬
、
③
は
８
月
１５
日
㈭

～
９
月
４
日
㈬
に
電
話
で
市
社

会
福
祉
協
議
会
相
談
支
援
担
当

（
成
年
後
見
制
度
推
進
機
関
）へ

l
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
９
・
０

２
９
４

都
立
霊
園
使
用
者
の
申
込

書
を
配
布
し
て
い
ま
す

申
込
書
配
布
・
申
込
期
間
６
月

１４
日
㈮
～
７
月
５
日
㈮

b
市
民
課（
市
役
所
１
階
）、
市

内
各
連
絡
所
、
各
都
立
霊
園
な

ど

　
※
公
益
財
団
法
人
東
京
都
公

園
協
会
n
か
ら
も
申
し
込
み
で

き
ま
す
。

l
▼
配
布
場
所
に
つ
い
て
＝
市

民
課
住
民
記
録
窓
口
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
２
２
▼
募
集
内

容
に
つ
い
て
＝
霊
園
募
集
専
用

電
話
☎
０
５
７
０
・
７
８
３
・

８
０
２

公益財団法人東
京都公園協会n

会 員 募 集
◆トレッキングクラブ（東久留米市山岳連盟）＝a
月 ３～ ４回。土曜または日曜日午後 ６時半～ ８時
他bコミュニテイホール東本町g入会金５００円、
会費年 ２ 回３,０００円他j低山からアルプス級の山
々へ年３０数回の山行を計画、初心者歓迎l中山☎
０９０・４６７５・７１４８
◆不動橋ラジオ体操会＝a毎日午前 ６時１０分～ ６
時４０分b不動橋広場g会費年１,２００円jラジオ体
操などで健康維持l鶴見☎０４２・４２１・９１３０
◆春江会＝a月 ２回。火曜日午後 １時～ ４時b西
部地域センターg会費月２,０００円他j歌大好きな
仲間が集まって、月 ２回楽しんでいます。見学に
来てねl中野☎０９０・３８０５・０８００
◆健康マージャン（アザミの会）＝a毎週水曜日正
午～午後 ５ 時b滝山団地西集会所g会費月１,０００
円j健康を目的とした会ですl永田☎０４２・４７７・
８４７７
◆リトミックくらぶ＝a毎週金曜日午前１１時～１１
時４５分b南部地域センターg会費 １ 回８００円jシ
ニアの為のリズム体操。グランドピアノに合わせ
て行いますl四津谷☎０８０・６５５６・３４７８
◆ハングル教室＝a毎週火曜日（第 ５ 火曜日を除
く）午前 ９ 時～午後 ０ 時５０分b市役所 １ 階市民プ

ラザ他g会費月４,５００円他j韓国語教室入門、初
級クラスです。韓国人講師による７０分授業l相田
☎０８０・１２１２・８６１２

催 し
◆東久留米うたう会（東久留米うたう会実行委員
会）＝a ６ 月３０日㈰午後 ２ 時～ ４ 時１５分b東部地
域センターg参加費３００円jなつかしい歌、最近
のうた、楽しく歌いましょう（歌集、お茶あり）l
湯田☎０４２・４７４・７９９２
◆糸かけ曼

まん

荼
だ

羅
ら

とヨガ・ストレッチワークショッ
プ（楽楽ヨガ・ストレッチ）＝a ６ 月１８日㈫、 ７月
１４日㈰午後 １時半～ ５時頃bコミュニティホール
東本町（源の湯 ２ 階）g参加費２,３００円j曼荼羅か
ヨガどちらかでも可。詳細は、お電話くださいl
鈴木☎０４２・４５８・７５０２
◆子ども食堂チャリティーコンサート　第２２回童
謡まつり（童謡を歌う会）＝a ６ 月１６日㈰午後 ２時
開演（ １時半開場）b生涯学習センターホールg入
場料２００円（全額子ども食堂へ寄付）j参加型イベ
ントです。みんなで歌うコーナーも多数ありl井
上☎０９０・５５６５・０５５２
◆あなたとわたしワークショップ＃ ２（にじメデ
ィア制作委員会）＝a ７ 月２７日、 ８ 月２４日、 ９ 月
２８日、１０月２６日、いずれも土曜日bさいわい福祉
センターj参加者募集締切 ７月２４日㈬。障害のあ
る人ない人参加の映像アートワークショップl齋
藤☎０４２・４５８・０７１２

市 民 伝 言 板

市n

市n
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ住環境
官公署など

職員募集
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